
１．ＣＤ‐Ｒ等のメディア１．ＣＤ‐Ｒ等のメディア１．ＣＤ‐Ｒ等のメディア１．ＣＤ‐Ｒ等のメディアでの応募（郵送可。当日消印有効。）での応募（郵送可。当日消印有効。）での応募（郵送可。当日消印有効。）での応募（郵送可。当日消印有効。）    

   指定の応募用紙を記載のうえ、メディアと併せてくまとりにぎわい観光協会事務局へ提出

してください。 

 ２．メールでの応募２．メールでの応募２．メールでの応募２．メールでの応募    

メールの件名は｢熊取ええとこ撮りカレンダー応募｣とし、メール本文に「応募者の氏名（フ 

リガナ）・住所・電話番号・作品タイトル・撮影場所・撮影年月日」を明記し、写真データ 

を添付して、くまとりにぎわい観光協会へ送信してください。 

 ３．３．３．３．InstagramInstagramInstagramInstagram での応募での応募での応募での応募    

   くまとりにぎわい観光協会 Instagram 公式アカウント（kumatori.nigiwai）をフォローし、

コメント欄に作品タイトルを記載し、「#ええとこ撮り熊取」（ハッシュタグ）を付けて投

稿してください。 

※※※※    写真は、デジタルデータ（写真は、デジタルデータ（写真は、デジタルデータ（写真は、デジタルデータ（JPEGJPEGJPEGJPEG 形式）のみ応募可能です。その他の拡張子やネガ、印刷形式）のみ応募可能です。その他の拡張子やネガ、印刷形式）のみ応募可能です。その他の拡張子やネガ、印刷形式）のみ応募可能です。その他の拡張子やネガ、印刷

されたものはご応募できません。されたものはご応募できません。されたものはご応募できません。されたものはご応募できません。 

応 募 方応 募 方応 募 方応 募 方 法法法法    

 

 

 

 

 

    

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 
 
    
    
    
    
    

熊取町内で撮影されたもので、思わず笑顔になるような楽しくほほえましい写真 

（人物・風景などのほか、トリック写真・面白写真など、ジャンルは問いません。） 

応募・問い合わせ先応募・問い合わせ先応募・問い合わせ先応募・問い合わせ先    くまとりにぎわい観光協会事務局くまとりにぎわい観光協会事務局くまとりにぎわい観光協会事務局くまとりにぎわい観光協会事務局（熊取町住民部産業振興課商工観光振興グループ内）
〒５９０－０４９５ 大阪府泉南郡熊取町野田１丁目１番１号 

電話：０７２－４５２－６０８５ ／ ＦＡＸ：０７２－４５２－７１０３ 

メール：kumatori-kankou@office.eonet.ne.jp  Instagram 公式アカウント：kumatori.nigiwai 

募集期間：平成２９年６月１日（木）から募集期間：平成２９年６月１日（木）から募集期間：平成２９年６月１日（木）から募集期間：平成２９年６月１日（木）から平成２９年９月１５日（金）平成２９年９月１５日（金）平成２９年９月１５日（金）平成２９年９月１５日（金）までまでまでまで    

町内外問わず、どなたでも応募できます。応募数は、１人３点までとします。 

※ 応募した時点で、裏面「■留意事項」を承諾したものとしますので、必ずご確認ください。 

応募について応募について応募について応募について    

くまとりにぎわい観光協会で選考を行い、カレンダーに使用する写真を決定します。 

カレンダーに採用された応募者には記念品を贈呈します！さらに「最優秀賞（１点）」「優秀賞

（２点）」「特別賞（１点）」には別途記念品を贈呈します！ 

選 定 方選 定 方選 定 方選 定 方 法法法法    

採用者には、郵送でお知らせします。Instagram での応募者については、くまとり 

にぎわい観光協会公式アカウント（kumatori.nigiwai）からダイレクトメールにて 

お知らせします。カレンダーが完成後、くまとりにぎわい観光協会ホームページで公表します。

（写真のほか、作品タイトル・採用者氏名を公表予定です。） 

※郵送未着やメールエラー、Instagram で連絡が取れないもの等については、採用を取り消し 

ますのでご了承ください。 

発 表 方発 表 方発 表 方発 表 方 法法法法    



・応募写真は、応募者本人が撮影し、すべての著作権を有しているものに限ります。

・被写体に人物が写っている場合、必ず事前にご本人（被写体）の承諾を得てから応募してください。

（肖像権侵害等の法律に触れないこと。）

・写真の応募にあたり、著作権・肖像権を侵害するような行為等が行われた場合、くまとりにぎわい観光協

会は、それに関する責任や費用は一切負わないものとします。

・応募写真について、法律上の問題や紛争等が生じた場合には、応募者自身がその責任と費用をもって当該

事項を解決するものとし、くまとりにぎわい観光協会は一切関与しないものとします。

・応募写真の利用によって、応募者および第三者に生じた損害について、くまとりにぎわい観光協会は一切

の責任を負わないものとします。

・応募された作品のうち、次のいずれかに該当するもの、またはその恐れがあると判断されたものについて

は、選定から除外する場合があります。

①公序良俗に反するもの

②財産・プライバシーを侵害する恐れがあるもの

③誹謗・中傷を含むもの

④営利を目的としたもの

⑤政治・宗教等に関わるもの

⑥暴力団・暴力団員・暴力団関係者、その他反社会勢力に関わるもの

・メディアで応募された場合、持参・郵送に関わらずメディアの返却はしません。

・当事業で得た氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報は、「熊取町個人情報保護条例」の規

定に従い適正に管理し、連絡等の目的以外には使用しません。

★全ての応募写真について、著作権は応募者（撮影者）に帰属しますが、本カレンダーへの掲載の有無に関

わらず、くまとりにぎわい観光協会が事業や活動において無償かつ永続的で自由に使用できるものとしま

す。また、くまとりにぎわい観光協会が認めた第三者（熊取町）が二次利用することについても、同様と

します。なお、使用に際しては、トリミング等の加工を施す場合があります。応募者は、写真を応募した

時点で前述の条件を全て承諾したものとみなします。

■ 留 意 事 項


